
京都の木で木造建築物を建てるためのイロハニホヘト

防耐火の法令・設計講習会
～木造の防耐火・維持管理の最前線～

ここまでできる中大規模木造建築物

□火事に負けない木造建築を作る
□最新の防耐火法令を読み解く
□建築事例から学ぶ防耐火設計
□木材を「現し」で使う

開催日時
◇2020年2月28日(金) 13:00～ ホテルルビノ京都堀川
◇2020年3月10日(火) 13:00～ 福知山市武道館

主催 一般社団法人京都府木材組合連合会
令和元年度JAS構造材利用拡大事業

会費無料 詳細は裏面へ

平成28年に（一社）京都府木材組合連合会が作成した
「京都府の木で木造建築物を建てるためのイロハ」の追補版が完成
しましたので、追補版についての講習会を開催いたします

写真：京都府茶業研究所



申込用紙（FAX：075-811-2593 （一社）京都府木材組合連合会宛）

御所属 御名前

連絡先(TEL) (FAX) 

(MAIL)

参加会場（参加する会場にチェックを付けてください）

□ 2月28日(金) 京都市会場 □3月10日(火) 福知山市会場

一般社団法人 京都府木材組合連合会 担当：植村
TEL：075-802-2991 FAX：075-811-2593 MAIL：info@kyomokuren.or.jp 

講習会要旨

改正建築基準法が昨年6月25日から全面施行され、木造建築物の防耐火

に関する規制の合理化が行われました。

そこで、木造建築の耐火設計の第一人者である安井昇氏の協力を得て、

木造建築物の防耐火・維持管理に重点を置いた「京都府の木で木造建築

物を建てるためのイロハ」の追補版を作成いたしました。

講習会では作成した追補版を使い、防耐火設計、建築事例、最新の法

令等、今知っておくべき最新情報をお届けいたします。無料の講習会と

なりますので、皆様ぜひご参加ください。

※JAS構造材（2×4・CLT含む）の民間非住宅への利用に対する助成事業

「JAS構造材利用拡大事業（林野庁事業）」についても説明いたします

日程・講師

■京都市会場（定員150名 申込締切 2月20日（木））

日時： 2020年2月28日(金) 13:00～16:00 （受付12:30開始）

場所： ホテルルビノ京都堀川（京都府京都市上京区下長者町下ル3−7）

講師： 安井 昇 氏（桜設計集団一級建築士事務所代表、早稲田大学工学博士）

■福知山市会場（定員50名 申込締切 3月2日（月））

日時： 2020年3月10日(火) 13:00～15:30 （受付12:30開始）

場所： 福知山市武道館（京都府福知山市字猪崎377-24）

講師：（一社）京都府木材組合連合会 事務局

※各日程先着順となります。定員を超えたお申込みがあった場合、
早期に申し込みを締め切りさせていただくことがあります。

お申し込み方法
下記の申込用紙に必要事項を記載してFAXにてお申し込みください

フリガナ


